
東
御
坊
(
本
瑞
寺
)
の
成
立
と

城
下
の
東
派
寺
院松

原

信

之

第
一
章

下
間
安
芸
法
眼
蓮
崇
と
北
庄

一
、
蓮
崇
と
蓮
如

文
明
三
年
(
一
四
七
一
)
に
本
願
寺
蓮
如
が
吉
崎

に
坊
舎
を
建
立
し
て
布
教
を
始
め
る
と
、
そ
の
教
義

は
た
ち
ま
ち
に
北
陸
一
帯
に
拡
が
り
、
越
前
は
も
と

よ
り
加
賀
・
能
登
・
越
中
・
越
後
に
ま
で
門
信
徒
が
溢

れ
た
と
い
う
。
越
前
で
は
朝
倉
氏
の
圏
内
平
定
と
競

合
し
て
真
宗
の
教
義
は
奮
わ
な
か
っ
た
が
、
文
明
六

年
八
月
十
日
付
の
蓮
如
御
文
に
「
抑
、
コ
ノ
方
北
ノ

庄
一
里
五
十
町
ノ
ア
ヒ
ダ
、
念
仏
同
行
ノ
坊
主
進
一
)

と
見
え
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
南
は
北
庄
ま
で
は

教
線
が
延
び
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
北
庄
の
門
徒
同

行
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
の
が
蓮
如
の
弟
子
の
下
問

安
芸
法
眼
蓮
崇
が
構
営
し
た
坊
舎
で
あ
ろ
う
。
同
七

松
原

東
御
坊
(
本
望
守
)
の
成
立
と
城
下
の
東
派
寺
院 年

八
月
八
日
、
蓮
如
が
蓮
崇
に
下
付
し
た
「
親
鷲
聖

人
真
島
)
並
び
に
「
大
谷
本
願
寺
親
鷺
聖
人
之
伝
色
)

四
幅
の
裏
書
に
「
越
前
之
国
葦
羽
郡
北
之
庄
浜
」
と

あ
る
「
浜
」
と
は
海
や
川
の
沿
岸
を
意
味
す
る
か
ら
、

「
北
之
庄
浜
」
は
足
羽
川
の
北
岸
、
後
の
城
下
町
時

代
の
木
町
・
塩
町
一
帯
に
比
定
さ
れ
、
こ
の
地
に
構

営
さ
れ
た
の
が
蓮
崇
の
坊
舎
で
あ
ろ
う
。

蓮
崇
と
は
、

足
羽
郡
麻
生
津
(
浅
水
)

の
出
自
で

吉
崎
来
化
の
蓮
如
に
親
近
し
日
常
そ
の
座
右
に
侍
し

た
が
、
当
初
は
字
す
ら
も
読
み
書
き
で
き
ず
昼
夜
を

惜
し
ん
で
字
を
習
い
、

そ
れ
が
蓮
如
の
目
に
止
ま
つ

(4) 

て
急
速
に
地
位
を
向
上
さ
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
将

軍
か
ら
は

「
法
眼
」

の
名
を
、
本
願
寺
か
ら
も
家
老

職
と
も
い
う
べ
き
「
下
問
」

の
姓
ま
で
与
え
ら
れ
た
。

蓮
如
の
子
以
外
に
は
仏
光
寺
経
豪
(
蓮
教
)
や
和
田

本
覚
寺
蓮
光
・
蓮
恵
な
ど
一
部
の
名
坊
に
し
か
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
「
蓮
」

の
一
宇
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

も
、
い
か
に
蓮
如
の
信
頼
を
得
て
い
た
か
が
想
像
さ

れ
る
。

ま
た
、

蓮
如
の

「
御
文
章
」
の
集
録
を
最
初

に
取
り
組
ん
だ
人
物
で
も
あ
り
、
蓮
崇
の
書
写
し
た

「
御
文
章
」

に
は
蓮
崇
の
袖
書
と
と
も
に
巻
頭
に
添

え
た
蓮
如
の
端
書
に
「
こ
の
端
書
を
蓮
崇
所
望
の
あ

ひ
だ
」

と
あ
り
、
文
明
五
年
九
月
廿
七
日
に
藤
島
の

超
勝
寺
に
お
い
て
蓮
如
が
染
筆
し
て
い
る
。

が
、
文
明
六
年
頃
か
ら
加
賀
に
お
い
て
は
守
護
富
樫

と
こ
ろ

家
に
内
紛
が
起
こ
る
と

本
願
寺
門
徒
の
一
部
も
こ

れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
吉
崎
も
敵
視
の
対

象
と
な
っ
た
。
仏
法
興
隆
を
願
っ
て
い
た
蓮
如
は
御

文
章
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
関
与
し
な
い
よ
う
に
諌
め

た
が
、
こ
の
風
雲
に
乗
じ
よ
う
と
す
る
野
心
を
抱
い

た
蓮
崇
は
、
蓮
知
と
門
徒
と
の
聞
に
介
在
し
、
偽
っ

て
蓮
如
の
命
と
称
し
て
門
徒
を
煽
動
し
、
蓮
如
を
窮

地
に
陥
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
当
時
未
だ
蓮
崇
の
意

図
を
知
ら
な
か
っ
た
蓮
如
は
先
の

「
親
鷺
聖
人
真
影
」

な
ど
を
文
明
七
年
八
月
八
日
に
蓮
崇
に
下
付
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
が
、
蓮
如
の
息
男
蓮
誓
・
蓮
綱
ら
が

こ
れ
を
注
進
し
て
始
め
て
知
っ
た
蓮
如
は
直
ち
に
蓮

崇
を
破
門
す
る
と

八
月
二
十
二
日
の
夜
家
族
と

部
の
信
頼
す
る
弟
子
の
み
を
伴
っ
て
密
か
に
吉
崎
の

浜
か
ら
舟
で
退
去
し
て
し
ま
っ
た
。
吉
崎
に
残
さ
れ

た
蓮
崇
は
し
き
り
に
蓮
如
の
許
へ
参
じ
て
詫
言
を
申

し
破
門
の
許
し
を
乞
い
願
っ
た
が
、
蓮
如
の
許
し
は

よ
う
や
く
赦
免
さ
れ
た
の
は
蓮
如
入
寂

直
前
の
明
応
八
年
(
一
四
九
九
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

得
ら
れ
ず
、

一
時
は
蓮
如
の
信
頼
を
受
け
た
と
い
う
蓮
崇
は
ど

の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宗
門
以
外
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に
つ
い
て
は
殆
ど
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
脇

田
晴
子
氏
は
大
系
『
日
本
の
歴
史
』
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
蓮
崇
は
吉
崎
で
は
土
蔵
二
二

棟
も
あ
る
屋
敷
を
持
ち
数
百
人
の
被
官
を
抱
え
て
お

り
、
朝
倉
孝
景
か
ら
は
一
門
格
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
、

足
利
義
政
か
ら
も
守
護
代
の
格
式
を
ゆ
る
さ
れ
て
い

る
。
か
な
り
の
武
力
と
財
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
安
芸
国
と
絶
え
ず
往
復
し
て
お
り
、
商
業

交
易
に
も
手
び
ろ
く
手
腕
を
発
揮
し
て
い
た
ら
し
い
。
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
部
典
拠
史
料
を

窺
い
し
ら
れ
る
も
の
の
、
殆
ど
他
の
拠
る
べ
き
史
料

を
私
は
知
ら
な
い
が
、
守
護
富
樫
家
の
内
紛
に
関
与

す
る
な
ど
蓮
崇
が
武
力
を
左
右
し
て
い
た
こ
と
は
想

像
さ
れ
る
。
ま
た
、
蓮
如
か
ら
破
門
さ
れ
て
赦
免
さ

れ
る
問
、
何
を
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
蓮
崇
の

坊
舎
が
「
親
鷺
聖
人
真
影
」

な
ど
で
足
羽
川
の
北
岸

の
「
北
之
庄
浜
」
、
古
く
か
ら
の
舟
着
場
、
河
港
付

近
に
構
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
=
一
国
湊
を
通
じ

て
日
本
海
交
易
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
蓮
崇
の
子
孫
に
よ
っ
て
能
登
の
西
光
寺
に

伝
え
ら
れ
た
と
い
う
「
瓶
子
屋
御
意
)
(
『
本
願
寺
史
』

第
一
巻
)
も
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

二
、
蓮
崇
没
後
の
北
庄

蓮
如
の
吉
崎
布
教
を
契
機
に
一
向
一
撲
が
蜂
起
す

る
と
、
長
享
二
年
(
一
四
八
八
)
、
加
賀
の
一
向
一

撲
は
富
樫
政
親
が
拠
城
す
る
石
川
郡
高
尾
山
を
包
囲

し
、
六
月
九
日
、

つ
い
に
落
城
し
て
富
樫
氏
は
滅
亡

し
、
加
賀
は
本
願
寺
領
固
化
し
た
。

以
後
八
十
年
間

に
わ
た
っ
て
加
賀
の
一
向
一
撲
と
越
前
朝
倉
氏
と
の

攻
防
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
加
賀
か
ら
の

一
撲
の
越
前
侵
攻
は
、
明
応
三
年
(
一
四
九
四
)
十

月
、
永
正
元
年
(
一
五

O
四
)
八
月
な
ど
幾
度
と
な

く
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
永
正
三
年
七
月
、
越
前
国
中

の
一
撲
に
呼
応
し
て
蜂
起
し
て
越
前
の
川
北
一
帯
に

侵
入
し
た
加
賀
・
越
中
・
能
登
の
一
撰
勢
は
、
こ
れ

を
迎
え
討
っ
た
朝
倉
方
の
総
大
将
の
朝
倉
教
景
(
宗

滴
)
に
よ
り
撃
退
さ
れ
た
。
朝
倉
方
は
こ
の
永
正
の

一
撲
来
襲
を
契
機
に
吉
崎
の
坊
舎
を
破
却
す
る
と
と

も
に
、
越
前
国
内
の
一
向
宗
坊
主
門
徒
を
悉
く
国
外

に
追
放
し
た
。
蓮
如
か
ら
破
門
を
許
さ
れ
た
蓮
崇
は

長
命
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
士
口
崎
坊
舎
の
破

却
と
と
も
に
蓮
崇
の
坊
舎
も
と
も
に
破
却
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
、
北
庄
の
真
宗
布
教
の
拠
点
は
失
わ
れ

た
。
次
ぎ
に
、
蓮
崇
が
生
き
た
朝
倉
時
代
の
北
庄
に

つ
い
て
検
証
し
て
お
き
た
い
。

二
、
足
羽
御
厨
か
ら
北
正
ヘ

北
庄
は
足
羽
御
厨
が
根
源
で
あ
る
。
足
羽
御
厨
は

承
安
元
年
(
一
一
七
一
)
に
立
庄
さ
れ
た
一
八

O
町

と
い
う
広
大
な
庄
園
で
あ
つ
が
)
が
、
平
家
没
官
領
と

し
て
源
頼
朝
か
ら
妹
の
一
条
能
保
の
妻
に
与
え
ら
れ
、

さ
ら
に
、
外
孫
の
九
条
道
家
か
ら
一
条
実
経
へ
、
そ

の
後
、
後
嵯
峨
院
に
寄
進
さ
れ
、
以
後
、
大
覚
寺
統

が
管
領
す
る
庄
園
と
な
っ
た
が
、
後
に
は
西
国
寺
実

氏
の
妻
、
藤
原
貞
子
の
所
領
、
さ
ら
に
貞
子
に
つ
な

が
る
常
磐
井
宮
恒
明
親
王
へ
と
伝
領
さ
れ
た
。
伊
勢

神
宮
の
御
厨
と
し
て
立
庄
さ
れ
た
足
羽
御
厨
も

御

厨
」
と
し
て
の
意
味
が
失
わ
れ
る
と

「
足
羽
庄
」
と

呼
称
さ
れ
、

足
羽
川
南
側
の
御
厨
の
う
ち
か
ら

羽
社
庄
」
が
分
離
さ
れ
る
と
北
側
は
「
足
羽
北
庄
」

「
足
羽
」
が
失
わ
れ
、
単
に 「足

と
し
て
残
り
、

や
が
て

「
北
庄
」

と
通
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
十
四
世
紀
頃
に
足
羽
郡
北
庄
の
公
文
所
で
三

の
塩
船
が
積
荷
を

差
押
え
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
が
、
こ
れ
こ

方
郡
御
賀
尾
浦
(
三
方
町
神
子
)

そ
「
北
庄
」

の
初
出
史
料
で
あ
ろ
う
。
公
文
所
の
置

か
れ
た
北
庄
は
河
川
舟
運
の
河
港
と
し
て
の
機
能
も
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有
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

北
庄
は
上
之
郷
・
中
之
郷
・
下
之
郷
の
三
郷
に
分

(
凶
}

か
れ
、
そ
の
う
ち
の
中
之
郷
こ
そ
福
井
市
の
産
土
神

で
あ
る
神
明
神
社
が
鎮
座
す
る
後
の
北
庄
町
、

そ
の

周
辺
の
松
本
村
・
三
橋
村
・
四
井
村
を
含
む
地
域
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
中
心
と
な
る
北
庄
は
、

北
陸
道
沿
い
の
神
明
神
社
門
前
(
鳥
居
前
)
集
落
と

足
羽
川
と
北
陸
道
が
交
わ
る
所
に
架
け
ら
れ
た
大
橋

を
挟
ん
で
成
立
し
た
橋
本
集
落
(
町
場
)

に
、
朝
倉

氏
の
一
族
の
北
庄
土
佐
守
の
居
館
を
中
心
と
す
る
館

集
落
が
集
合
し
て
北
庄
と
呼
ば
れ
る
町
場
を
形
成
し

た
と
推
定
さ
れ
る
。

注
(
1
)
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『
福
井
市
史
』
資
料
編
二

(2)

石
川
県
富
来
恵
光
寺
蔵
(
『
本
願
寺
史
』
第
一
巻

三
三
三
頁
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
刊
)

(
3
)

京
都
常
楽
台
蔵
(
『
本
願
寺
史
』
第
一
巻
一
三
二

一
二
頁
上
記
所
刊
)

(4)

『
本
願
寺
史
』
第
一
巻
三
二
二

O
頁

(5)

金
龍
静
『
蓮
如
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
吉
川

弘
文
館
刊

(6)

『
本
願
寺
史
』
第
一
巻

(
7
)

脇
田
晴
子
著
「
小
学
館
大
系
『
日
本
の
歴
史
』

七
戦
国
大
名
六
二
頁
一
九
八
八
年
刊

四
七
三
頁

松
原

東
御
坊
(
本
瑞
寺
)
の
成
立
と
城
下
の
東
派
寺
院

石
川
舜
台
著
『
蓮
如
上
人
と
北
国
』
丁
子
屋
書
庖

大
正
九
年
発
刊

(9)

前
出
の
金
龍
静
『
蓮
如
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ

吉
川
弘
文
館
刊

(
叩
)
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
文
書
」
・
「
伊
勢
大
神
宮
神

領
注
文
」
(
「
神
宮
雑
童
巴
・
「
神
鳳
紗
氏
経
本
」
『
県
史
』

資
二
)

(
日
)
建
長
二
年
(
一
二
五

O
)
十
一
月
付
「
九
条
道
家

初
度
惣
処
分
状
」
(
「
九
条
家
文
書
」
『
県
史
』
資
一
一
)
・

「
桃
花
薬
葉
」
(
『
群
書
類
従
』
巻
四
七
一
)

(
ロ
)
前
出
(
日
)

(
日
)
年
月
日
未
詳
「
御
賀
尾
浦
塩
船
盗
難
物
注
進
状
写
」

(
一
二
方
町
「
大
音
正
和
家
文
書
」
『
県
史
』
資
八
)

(
凶
)
「
神
明
社
縁
起
」
(
福
井
市
神
明
神
社
所
蔵
)

(8) 

第
二
章

「
北
庄
御
堂
」
と
「
北
庄
惣
坊
」
の
起
立

一
、
「
北
庄
惣
坊
」
(
塩
町
御
坊
)

永
禄
十
年
(
一
五
六
七
)

一
乗
谷
に
迎
え
ら
れ
た

足
利
義
秋
(
義
昭
)

の
仲
介
に
よ
り
、

そ
れ
ま
で
対

立
し
て
い
た
本
願
寺
と
朝
倉
氏
は
遂
に
和
睦
し
た
が
、

天
正
元
年
(
一
五
七
一
二
)
朝
倉
義
景
が
滅
亡
し
、
織

田
信
長
の
天
下
に
な
り
柴
田
勝
家
が
北
庄
城
主
に
な

る
と
一
向
宗
は
再
び
弾
圧
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
信
長

に
替
わ
り
豊
臣
秀
吉
が
天
下
を
制
覇
す
る
と
、

向

宗
を
保
護
し
た
堀
秀
政
が
北
庄
に
入
封
し
た
。
と
れ

を
機
に
一
向
宗
の
寺
院
や
道
場
が
急
激
に
北
庄
に
移

転
、
ま
た
は
創
立
さ
れ
た
。
秀
政
は
本
願
寺
顕
如
に

北
庄
柳
町
に
お
い
て
方
百
聞
の
寺
地
を
寄
進
し
、
堀

秀
治
の
時
に
布
教
の
根
本
道
場
と
し
て
の
堂
宇
が
建

立
さ
れ
る
と
、

」
の
御
堂
(
北
庄
御
堂
)

を
蓮
如
の

吉
崎
御
坊
の
旧
跡
再
興
と
認
識
し
、

こ
れ
を
中
心
に

本
覚
寺
・
照
護
寺
・
真
宗
寺
・
興
宗
寺
な
ど
が
転
住

西
別

し
て
後
の
真
宗
本
願
寺
派
福
井
別
院
の
前
身
、

院
(
西
御
堂
ま
た
は
表
御
堂
)

の
根
本
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、

こ
れ
ら
大
坊
に
迎
合
出
来
な
い
北

庄
の
九
人
の
道
場
坊
主
は
惣
坊
を
建
立
し
て

こ
れ

と
一
線
を
画
し
た
真
宗
教
団
を
形
成
し
、

「
九
か
寺

「
北
庄
惣
坊
」
が
建
立
さ
れ
た
ら
し
い
。
裏

御
堂
(
東
御
坊
)
は
こ
の

し、 惣
坊
」

「
北
庄
惣
坊
」

を
前
身
と

「
塩
町
御
坊
」

と
も
呼
ば
れ
て
北
庄
塩
町
に
建

立
し
た
坊
舎
に
始
ま
る
と
し
、

足
羽
川
北
岸
の
木
町

の
北
側
に
塩
町
が
あ
る
か
ら
、
前
章
で
も
述
べ
た
蓮

如
の
弟
子
蓮
崇
が

「
北
之
庄
浜
」

に
建
立
し
た
坊
舎

の
旧
跡
に
再
建
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(4) 

往
古
井
古
格
覚
」
で
は
、
北
庄
惣
坊
は
木
町
に
あ
っ

「
越
前
三
等

て
誓
源
寺
と
称
し
、
府
中
の
養
徳
寺
や
北
庄
六
老
僧
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の
取
り
持
ち
で
吉
崎
御
坊
を
移
建
し
た
と
す
る
。

「
北
庄
六
老
僧
」
と
は
「
願
行
・
良
誓
・
了
亦
・
祐

義
・
祐
海
」
等
と
す
る
が
、
こ
の
う
ち
「
願
行
」
は

称
念
寺
祖
、

「
祐
海
」
は
浄
得
寺
祖
で
、

光
明
寺
六
世
「
祐
善
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
祐
義
、

祐
善
と
両
者
の
字
が
異
な
る
の
は
、
い
ず
れ
か
の
誤

「
祐
義
」
は

写
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

文
禄
元
年
(
一
五
九
二
)
十
一
月
二
十
四
日
、
本

願
寺
顕
如
が
生
涯
を
閉
じ
る
と
、
直
ち
に
嫡
子
教
如

が
本
願
寺
十
二
世
を
継
承
し
た
。
翌
年
春
、
禁
中
へ

相
続
御
礼
の
た
め
参
内
し
、

さ
ら
に
肥
前
名
護
屋
の

秀
吉
の
陣
中
へ
も
下
向
し
て
寺
務
相
続
の
御
礼
に
参

上
し
た
と
い
う
。
同
時
に
、
全
国
末
寺
門
徒
へ
も
代

替
わ
り
を
広
め
た
。
特
に
本
願
寺
の
強
力
な
地
盤
で

あ
っ
た
越
前
に
対
し
て
は
、
越
前
の
惣
坊
主
衆
中
・

惣
御
門
徒
衆
中
に
、
次
の
よ
う
な
御
印
書
を
下
付
し

て
北
庄
へ
の
下
向
を
知
ら
せ
た
。

御
印

御
代
替
為
御
礼
、
御
門
跡
様
北
之
庄
ヘ
被

成
御
下
向
候
、
即
来
十
八
日
頃
ニ
此
方
可

被
成
御
出
候
由
、
其
地
ニ
可
為
御
一
宿
候

問
、
賄
馬
人
足
等
之
儀
内
々
用
意
専
要
ニ

候
、
御
詰
衆
上
下
百
五
十
人
・
乗
馬
廿
疋

ほ
っ
与
、

あ
る
い
宿
以
下
之
義
、
是
又
用

意
左
ニ
候
、
何
被
成
御
印
候
者
也
、

(
文
禄
二
年
)

八
月
十
三
日

粟
津
勝
兵
衛

越
前
府
中

惣
坊
主
衆
中

惣
御
門
徒
衆
中

右
之
御
奉
書
、
府
中
浄
秀
寺
ニ

所
持
仕
候

御
代
替
為
御
礼
、
御
門
跡
様
北
之
庄
へ
被

成
御
下
向
候
、
即
来
十
八
日
頃
ニ
此
方
可

被
成
御
出
之
由
、
各
々
被
得
其
意
、
早
々

北
之
庄
ヘ
被
罷
出
候
テ
御
座
所
賄
己
下
之

義
、
内
々
可
有
候
旨
被
仰
出
、
為
其
被
顕

御
印
候
也
、

(
文
禄
二
年
)

八
月
十
三
日

粟
津
勝
兵
衛

越
前惣

坊
主
衆
中

惣
門
徒
衆
中

右
之
御
奉
書
、

仕
候

願
乗
寺
ニ
所
持

文
禄
二
年
八
月
十
八
日
、
北
庄
下
向
を
知
ら
せ
た
御

印
書
で
あ
っ
た
。

顕
如
は
末
子
の
准
如
へ
譲
状
を
与
え
て
い
た
と
と

も
あ
っ
て
秀
吉
は
教
如
の
継
職
を
そ
の
ま
ま
認
め
ず

d
H
Hリ

山

T

十
年
後
に
は
准
如
ヘ
譲
渡
を
条
件
に
教
如
の
継
職
を

認
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
秀
吉
の
忌
誇
に
触
れ
て

翌
二
年
間
九
月
に
教
如
は
退
隠
を
命
じ
ら
れ
て
准
如

し
か
し
、

が
本
願
寺
を
継
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
教
如
は
布
教
を
諦
め
な
か
っ
た
と
み
え
、

文
禄
五
年
六
月
八
日
、
教
如
は
北
庄
惣
坊
に
「
親
驚

真
影
」
を
下
付
し
た
。
そ
の

「
裏
書
讃
銘
」
写
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
信
浄
院
様
御
染
筆

文
禄
五
丙
申
六
月
八
日

越
前
国
足
羽
郡
北
之
庄
・
石
場
九
人
衆
連
名

真
浄
寺
・
願
心
・
善
林
寺
・
願
乗
寺
・
西

了
・
了
専
・
願
祐
・
浄
専
・
永
久
・
了
西
・

d
H
H
4
 

虫
十

道
誓
・
了
徳
・
欽
仰
寺

の
下
付
と
併
行
し
て
、
教
如
方
は

「
親
鷲
真
影
」

北
庄
惣
坊
を
越
前
に
お
け
る
布
教
の
拠
点
に
し
た
く

惣
坊
を
教
如
方
へ
寄
進
す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
惣

坊
方
は
こ
れ
を
固
く
拒
否
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、

慶
長
五
年
三
六

O
O
)
の
関
ヶ
原
合
戦
に
勝
利
し

た
徳
川
家
康
は
不
遇
と
な
っ
て
い
た
教
如
を
取
り
立

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
願
寺
は
東
西
に
分
派
す
る
結

果
と
な
り
、
越
前
で
は
翌
六
年
に
、
結
城
秀
康
が
北
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庄
に
入
国
す
る
と
、
長
勝
院
(
結
城
秀
康
の
生
母
)

の
斡
旋
も
あ
り
、
結
城
引
越
し
の
本
瑞
寺
に
北
庄
総

坊
誓
源
寺
を
併
せ
て
城
下
の
常
盤
町
に
寺
地
二
九

二
坪
を
寄
進
し
て
堂
宇
を
建
立
さ
せ
、

「
東
之
御
坊
本
瑞
寺
」
、
ま
た
は

翌
七
年
に

「
裏
御
堂
」

と
称
し

た
。
こ
こ
に
東
門
の
末
寺
総
触
頭
と
し
て
の
裏
御
堂

(
東
御
坊
・
東
御
堂
)
が
成
立
し
た
。

始
め
は
九
人
衆
の
惣
坊
か
ら
始
ま
り
、
文
禄
五
年

当
時
に
は
四
人
が
加
入
し
て
十
三
人
の
連
名
と
な
っ

て
い
る
が
、
裏
書
讃
銘
の
写
の
一
部
に
寺
名
が
見
え

る
こ
と
は
不
審
で
あ
る
。
東
派
に
お
い
て
寺
号
が
下

付
さ
れ
る
の
は
東
西
本
願
寺
の
分
立
後
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
当
時
は
未
だ
寺
号
は
な
く
道
場
坊
主
名
で

あ
っ
た
も
の
を
、

写
を
作
成
す
る
際
に
一
部
寺
名
に

置
き
換
え
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
先
ず
は
寺
号

の
見
え
る
四
か
寺
、
真
浄
寺
・
善
林
寺
・
願
乗
寺
・

欽
伸
寺
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
き
た
い
。

二
、
「
北
庄
惣
坊
」
の
真
浄
寺
・
善
林
寺

願
乗
寺
・
欽
仰
寺

【
真
浄
寺
】

真
浄
寺
は
中
興
開
基
を
道
崇
と
し
、

当
寺
に
は
元
亀
四
年
(
一
五
七
三
)

七
月
三
十
五
日

5 

に
敏
景
(
孝
景
)
が
城
内
に
安
置
し
て
い
た
聖
徳
太

松
原

東
御
坊
(
本
瑞
寺
)
の
成
立
と
城
下
の
東
派
寺
院 子

尊
像
を
朝
倉
義
景
か
ら
道
崇
に
譲
与
さ
れ
た
譲
与

状
の
写
し
を
伝
え
て
い
る
が
、
書
式
・
内
容
な
ど
か

ら
考
察
し
て
も
明
ら
か
に
偽
作
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
は
あ
る
が
、
こ
の
道
崇
が
九
人
衆
の
一
人
で
あ
ろ

ぅ
。
寛
永
六
年
(
一
五
二
九
)
六
月
二
十
日
に
「
足

羽
郡
福
居
庄
石
場
真
浄
寺
道
崇
」
に
「
太
子
七
高
祖
」

の
真
影
を
下
付
さ
れ
て
い
る
か
句
、
元
和
・
寛
永
頃

に
寺
号
が
下
付
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
三

十
七
年
に
石
場
か
ら
日
ノ
出
下
町
へ
、
現
在
は
豊
島

二
丁
目
へ
移
転
し
た
。

に
よ
れ
ば
、
文

禄
二
年
祐
誓
代
に
今
立
郡
中
新
庄
村
柳
谷
よ
り
移
り
、

【
善
林
寺
】

「
善
林
寺
記
録
帳
」

同
五
年
六
月
に
善
林
寺
と
改
称
し
、
御
坊
地
に
善
林

寺
を
創
立
し
た
と
す
る
が
、
慶
長
十
三
年
九
月
二
十

五
日
に
教
如
は

「
越
前
国
足
羽
北
庄
善
林
寺

願
主

釈
祐
誓
」
に
「
親
鷲
聖
人
御
影
」
を
下
付
し
て
い
る

か
ら
、
こ
の
時
に
善
林
寺
の
寺
号
も
下
付
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
慶
長
十
七
年
頃
成
立
の

「
北
庄
四

ツ
割
図
」
(
松
平
文
庫
蔵
)

の
海
真
町
(
夷
町
)

北
庄
惣
坊
付
近
)
に
善
林
寺
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
れ
を
立
証
す
る
。
祐
誓
も
九
人
衆
の
一
人
で
あ
ろ

V

つ。
【
願
乗
寺
】

願
乗
寺
は
本
来
、
夷
町
に
存
在
し
た
。

慶
長
十
七
年
頃
成
立
の

「
北
庄
四
ツ
割
図
」
に
は
海

真
町
(
夷
町
)
に
「
慶
順
」
と
あ
り
寺
院
化
以
前
の

道
場
で
あ
っ
た
。
寛
永
元
年
三
月
十
六
日
に
慶
順
に

(
「
申
物
帳
」
)
、
同

木
仏
が
下
付
さ
れ
て
い
る
か
ら

時
に
願
乗
寺
の
寺
号
も
下
付
さ
れ
て
初
め
て
寺
院
化

し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
慶
順
か
、
そ
の
前
代
の
法
順

が
九
人
衆
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
願

(
慶
長
九
年
死
)

乗
寺
は
、
明
和
三
年
(
一
七
六
六
)
三
月
大
火
類
焼

後
、
祝
町
の
郡
方
牢
屋
跡
地
(
田
原
町
)
に
移
り
、

明
治
三
十
五
年
大
火
後
現
在
地
(
照
手
二
丁
目
)
に

移
っ
た
。

【
欽
仰
寺
】

慶
長
九
年
十
月
十
二
日
に
欽
仰
寺
善

(ロ)

を
下
付
し
て
い
る
か
ら
、

海
に
「
親
驚
聖
人
御
影
」

こ
の
時
に
寺
号
も
下
付
さ
れ
て
い
て
、
善
海
も
九
人

衆
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
欽
仰
寺
は
東
御
坊
が
起
立
す

る
と
、

そ
の
寺
内
に
寺
基
を
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

東
御
坊
は
町
在
門
徒
の
他
、
結
城
秀
康
入
国
以
後
、

武
土
門
徒
も
加
わ
っ
た
。

そ
の
う
ち
の
大
檀
徒
永
見

|日

志
摩
は
結
城
秀
康
の
生
母
と
関
係
が
あ
り
三
代
忠
昌

光
通
時
代
に
は
家
老
職
を
も
勤
め
た
藩
政
の
重
鎮
で

あ
っ
た
た
め
、
別
院
の
宗
務
に
も
関
与
し
て
九
人
衆

出
自
の
寺
院
と
厳
し
く
対
立
し
た
。

こ
の
永
見
志
摩

に
敢
然
と
反
抗
し
た
の
が
欽
仰
寺
善
竜
で
あ
っ
た
。
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こ
の
た
め
欽
仰
寺
の
堂
宇
は
破
却
さ
れ
て
東
御
堂
か

ら
追
放
さ
れ
た
の
で
、

大
野
城
主
の
松
平
但
馬
守

(
直
良
)

の
仲
介
に
よ
り
西
派
へ
帰
参
し
て
西
別
院

の
寺
内
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
円
覚
寺
と
改
号
し
て
役

(
日
)

寺
と
な
っ
た
。

二
、
「
北
庄
惣
坊
」
の
他
の
坊
主
名

文
禄
五
年
に
は
四
人
加
入
し
て
始
め
の
九
人
衆
か

ら
十
三
人
の
連
名
と
な
っ
た
「
裏
書
讃
銘
」
の
う
ち
、

先
の
四
か
寺
以
外
の
九
人
は
坊
主
名
で
あ
る
た
め
直

ち
に
は
不
明
で
あ
る
が
、

「
御
坊
由
来
記
」

で
は

「
道
警
ご
を
西
慶
寺
の
祖
、

「
永
久
」
を
妙
楽
寺
の
祖
、

「
了
西
」

ま
た
は

「
了
専
」

を
玄
照
寺
(
願
照
寺
)

の
祖
、
称
念
寺
・
徳
行
寺
も
そ
の
一
寺
と
す
る
。
以

下
こ
れ
ら
の
寺
院
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

西
慶
寺
は
結
城
秀
康
の
築
城
以
前
は

現
在
の
本
丸
付
近
に
あ
っ
た
の
を
、
築
城
の
た
め
北

へ
移
転
し
た
と
い
う
。
当

{
西
慶
寺
】

方
の
松
本
町
(
三
上
町
)

寺
は
現
在
廃
寺
同
様
で
あ
る
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
、

当
時
は
未
だ
道
場
で

「
道
誓
」

を
西
慶
寺
の
祖
と
す

る
の
は
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)

当
寺
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
創
立
応
永

【
妙
楽
寺
】

三
十
二
年
(
一
四
一
五
)
吉
田
郡
荒
川
興
行
寺
よ
り

開
基
は
周
覚
法
印
、
西
魚
町
に
在
り
。
後
現

地
に
移
る
と
あ
る
が
、
慶
長
十
七
年
(
一
六
一
二
)

頃
成
立
の

分
寺
、

(
松
平
文
庫
蔵
)
の

西
魚
町
は
町
人
ば
か
り
で
道
場
は
見
え
ず
、
西
山
横

「
北
庄
四
ツ
割
図
」

町
の
現
境
内
地
も
山
本
新
右
衛
門
の
屋
敷
地
と
な
っ

て
い
る
。

「
申
物
帳
」

で
は
元
和
三
年
(
一
六
一
七
)

五
月
三
十
三
日
に
「
越
前
国
足
羽
郡
北
庄
妙
楽
寺
永

久
」
に
木
仏
寺
号
が
下
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
九
人

衆
の
一
人
「
永
久
」

の
時
、
元

(
寛
永
十
二
年
死
)

和
三
年
に
初
め
て
寺
院
化
し
た
ら
し
い
。

は
東
御
坊
内
に
居
住
し
て
い
た
も
の
が
、

そ
れ
ま
で

そ
の
後
現

在
地
へ
移
転
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
貞
享
二
年
(
一
六

「
城
下
絵
図
別
記
」
に
も
、
妙
楽
寺
境
内

八
五
)
の

示が
唆「
す悉
る8町
。役

地

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
を

【
徳
行
寺
】

当
寺
過
去
帳
に
は

「
開
基
慶
思
・
二

世
願
心
・
三
世
心
覚
」
と
あ
り
「
願
心
」
こ
そ
九
人

衆
の
一
人
で
あ
る
。
「
申
物
帳
」
で
は
、

「
足
羽
郡
石

場
徳
行
寺
心
覚
」

へ
寛
永
元
年

「
太
子
七
高
祖
真
影
」
、
同
四
年
六
月
に
「
飛
槍
格
」

が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
元
和
年
聞
に
寺
号
が
与

(
一
六
二
四
)

え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

【
称
念
寺
】

「
当
寺
寺
院
明
細
帳
」
に
よ
れ
ば
、
往

古
、
足
羽
郡
江
守
郷
種
池
村
に
あ
り
、
金
階
光
明
山

無
量
寿
寺
と
称
し
、
天
台
宗
な
り
し
が
開
基
願
行
坊

が
真
宗
と
な
り
慶
長
七
年
常
盤
町
に
移
り
、

万
治
二

年
(
一
六
五
九
)

の
大
火
類
焼
後
に
現
在
地
へ
移
る

と
あ
る
。

天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
鉢
伏
山
に
寵
城
し
た

(
日
)

「
大
町
専
修
寺
賢
会
書
状
」
に
「
江
森
之
内
田
名
字
に

て
候
願
行
」

「
願
行
門
徒
村
数
」

な
ど
が
見
え
る
か

ら
、
願
行
坊
は
当
初
は
専
修
寺
門
徒
で
あ
っ
た
ら
し

ぃ
。
翌
年
信
長
に
よ
り
専
修
寺
が
滅
亡
す
る
と
願
行

は
本
願
寺
派
へ
帰
入
し
た
と
考
え
ら
れ
、

天
正
末
年

か
ら
文
禄
年
間
に
か
け
て
北
庄
に
居
住
し
、
慶
長
七

年
と
は
称
念
寺
の
寺
号
を
与
え
ら
れ
た
年
で
あ
ろ
う

か
。
従
っ
て
、

そ
の
子
「
願
祐
」
が
九
人
衆
の
一
人

と
推
定
さ
れ
る
。
寛
永
七
年
三
月
十
日
、
願
祐
の
子
、

称
念
寺
了
寂
は
飛
権
継
目
を
受
け
て
い
る

(
「
申
物

帳」)。以
上
、
真
浄
寺
・
願
心

(
徳
行
寺
)
・
善
林
寺
・

願
乗
寺
・
願
祐
(
称
念
寺
)
・
永
久
(
妙
楽
寺
)
・
道

誓
一
(
西
慶
寺
)
・
欽
迎
寺
(
後
西
派
へ
転
派
し
て
円

の
八
か
寺
に
つ
い
て
は
検
証
し
た
。
と
こ
ろ

覚
寺
)

で
、
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)

「
城
下
絵
図
別
記
」

の

に
記
載
さ
れ
た
福
井
城
下
の
東
一
向
宗
寺
院
二
ハ
か
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寺
の
う
ち
、
本
瑞
寺
(
東
別
院
)

は
別
と
し
て
、

和
二
年
以
後
に
城
下
へ
移
転
し
た
浄
得
寺
・
慶
福
寺
、

結
城
秀
康
と
と
も
に
移
転
し
て
き
た
寺
院
(
西
念
寺
・

長
休
寺
・
本
証
寺
)
、
吉
江
よ
り
移
転
し
た
寺
院

(
順
光
寺
)
、
浄
得
寺
末
の
徳
願
寺
、
西
派
の
教
重
寺

よ
り
後
に
分
寺
し
た
東
派
の
教
重
寺
、
木
田
新
町
の

正
光
寺
の
諸
寺
を
除
く
他
の
八
か
寺
は

す
べ
て

「
北
庄
惣
坊
」
の
九
人
衆
(
十
三
人
)
を
根
元
と
す

る
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
従
っ
て
、

残
り
の
五
人
「
了
西
・
了
専
・
浄
専
・
了
徳
」
に
つ

い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
北
庄
惣
坊
」

当
時
東
派
寺
院
で
あ
っ
て
後
に

(
天
和
二
年
の
百
か
寺
騒
動
で
西
派
へ
転
派
し
た
)

西
派
へ
転
派
し
た
城
下
の
寺
院
に
は
正
善
寺
・
法
円

寺
・
勝
楽
寺
・
光
明
寺
・
玄
照
寺
・
宗
源
寺
・
誓
行

寺
(
清
行
寺
)

の
七
か
寺
が
あ
る
。
う
ち
光
明
寺
は

堀
秀
政
時
代
に
引
寺
(
「
越
藩
拾
遺
録
」
)
じ
た
と
伝

ま
ず
、
誓
行
寺
(
清
行
寺
)

い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

え
る
か
ら
除
き
、

に
つ

清
行
寺
は
、
始
め
福
井
城
下
の
加
賀
口
御
門
内
松

本
下
町
に
あ
っ
て
、
慶
長
年
聞
に
了
願
の
開
基
と
伝

え
る
が
、
「
天
正
十
九
年
の
超
勝
寺
末
寺
帳
」
に
見
え

7 

る
「
了
願
」
と
思
わ
れ
、
寛
永
十
三
年
(
一
六
三
六
)

松
原

東
御
坊
(
本
瑞
寺
)
の
成
立
と
城
下
の
東
派
寺
院

天

四
月
忠
昌
が
当
寺
に
休
息
の
際
、
白
銀
五
枚
を
賜
い
、

速
や
か
に
寺
号
定
む
べ
き
上
意
に
よ
り
、
東
本
願
寺

よ
り
誓
行
寺
と
寺
号
が
免
許
さ
れ
て
超
勝
寺
末
寺
か

ら
離
末
し
て
東
本
願
寺
直
末
に
な
っ
た
ら
し
い
。

和
三
年
(
一
六
八
三
)
百
か
寺
騒
動
で
東
派
よ
り
西

派
に
転
派
し
、

江
戸
中
期
に
清
行
寺
と
改
号
し
た
。

昭
和
七
年
九
月
現
地
(
み
の
り
一
丁
目
)

に
移
転
し

た
[
明
細
帳
]
。

玄
照
寺
(
願
照
寺
)

記
」
で
は

「
了
西
」

t;， 

「
了
専
」

「
御
坊
由
来

を
玄
照
寺
の
祖
と

に
つ
い
て
は
、

し
て
い
る
が
、

た
め
、

当
寺
に
寺
族
過
去
帳
が
存
在
し
な
い

両
人
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
九
人
衆
な
の
か
は

不
明
で
あ
る
。
以
下
、
玄
照
寺
に
つ
い
て
も
検
証
し

て
み
た
い
。

【
願
照
寺
】

往
古
天
台
宗
、
豊
原
平
泉
寺
花
王
坊

住専
す勧

其蓮
後如
専に
順帰
の杭

時 G
北 て
写真
ヨ2:"土，
山刀 て

盤 v
町長
会派引、

ら士
く口
当野
時雇

東
御
堂
内
の
塔
頭
寺
か
)
へ
引
き
越
し
玄
照
寺
を
建

立
、
慶
長
八
年
教
如
に
帰
依
し
て
大
谷
派
に
属
し
、

「
御
坊
由
来
記
」

れ
ば
、

の-=口
v

つ
「
了
西
」

を
九
人
衆
と
す

で
は
元
和
二
年
六
月
三
十
五
日

に
玄
照
寺
善
了
に
寺
号
が
免
許
さ
れ
て
い
る
。
天
和

「
申
物
帳
」

二
年
(
一
六
八
二
)

の
百
か
寺
騒
動
後
に
東
派
よ
り

西
派
に
転
派
し
て
現
在
地
に
移
転
。
其
後
、
源
隆
院

殿
(
松
平
重
昌
)

の
院
号
に
差
し
障
り
宝
暦
五
年

天

い(

竺2七

五
五

五
月
十
六
日
に
願
照
寺
と
改
称
し
て

「
申
物
帳
」

の
最
古
の
記
録
に
よ
れ
ば

法
円
寺

は
「
石
場
町
乗
雲
」

に
元
和
八
年
十
月
十
三
日
木
仏

を
許
可
。
宗
源
寺
浄
運
に
寛
永
元
年
十
月
六
日
、
紙

寺
号
を
許
可
。

正
善
寺
は
、
す
で
に
慶
長
期
の
「
北

の
山
町
に
寺
号
が
見
え
、
元
和
二
年

庄
四
ツ
割
図
」

八
月
に
木
仏
が
同
寺
祐
善
に
免
許
さ
れ
て
い
る
か
ら

九
人
衆
の
一
人
か
も
知
れ
な
い
。
勝
楽
寺
了
受
に
正

保
三
年
(
一
六
四
六
)
一
二
月
十
二
日
太
子
七
高
祖
真

影
を
御
免
。
光
臨
寺
(
現
在
廃
寺
)
了
恵
に
明
暦
三

年
(
一
六
五
七
)
九
月
十
日
太
子
七
高
祖
真
影
の
申

替
を
行
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
諸
寺
も
九
人
衆
の

う
ち
か
も
知
れ
な
い
。

【
宗
源
寺
〕

安
永
三
年
(
一
七
七
四
)

八
月
由
緒

書
に
よ
れ
ば
、
蓮
如
上
人
に
相
従
う
周
弘
が
永
正
年

中
加
越
一
撲
騒
動
ニ
て
国
中
遍
歴
、
四
代
了
忍
北
庄

呉
服
町
に
居
住
、
天
正
三
年
再
び
一
撰
騒
動
、
信
長

国
中
退
治
之
比
、
暫
時
跡
を
隠
候
処
、
天
正
十
一
二
年

堀
秀
政
入
部
之
後
、

又
々
先
住
之
地
へ
罷
出
寺
務
仕

候
処
(
北
庄
惣
坊
内
か
)
、

天
和
二
年
東
派
よ
り
西
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派
に
転
派
し
、

土
居
原
町
(
田
原
町
)
に
移
っ
た
。

寛
永
元
年
(
一
六
二
四
)
十
月
六
日
、
浄
運
は
「
紙

寺
号
」
で
宗
源
寺
と
免
許
さ
れ
て
い
る
(
「
申
物
帳
」
)
。

四
、
「
北
庄
惣
坊
」
に
関
与
し
な
い
東
派
寺
院

【
光
明
寺
】

「
越
藩
拾
遺
録
」

に
「
朝
倉
民
部
景

親
、
蓮
如
上
人
ニ
帰
依
シ
沙
門
ト
ナ
リ
高
木
村
居
住

ノ
ト
キ
蓮
如
滞
留
セ
シ
故
、
御
座
光
明
寺
ト
云
。
天

正
ノ
兵
乱
ニ
越
中
ニ
至
リ
一
寺
ヲ
建
立
ス
。
高
木
村

ノ
光
明
寺
ヲ
堀
秀
政
鍵
町
ニ
引
」

と
あ
る
。
光
明
寺

は
高
木
村
(
福
井
市
旧
中
藤
島
村
地
区
)

よ
り
堀
秀

政
の
時
に
鍵
町
(
四
か
村
用
水
と
芝
原
用
水
の
排
水

路
の
分
岐
点
に
位
置
し
た
)
ヘ
移
転
し
た
。
四
か
村

用
水
は
芝
原
上
水
か
ら
引
水
し
て
菅
谷
・
大
瀬
に
い

た
る
用
水
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
十
一
年
(
一
六
三
四
)

に
用
水
の
順
水
が
悪
く
四
か
村
の
農
民
が
困
窮
を
極

め
た
こ
と
を
気
の
毒
に
思
っ
た
光
明
寺
の
住
持
が
、

こ
れ
を
救
っ
た
こ
と
か
ら
、
以
後
、
光
明
寺
用
水
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
本
来
は
こ
こ
か
ら
下
流
の
呼

称
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
こ
こ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

上
流
部
分
ま
で
含
め
た
総
称
と
な
っ
て
い
る
。

物
帳
」

に
よ
れ
ば
、
御
座
光
明
寺
は
元
和
二
年
(
一

八
月
八
日
に
飛
槍
官
を
許
さ
れ
、
光
明
寺

ム
ハ
一
ム
ハ
)

教
空
に
は
寛
永
七
年
二
月
廿
七
日
に
は
飛
櫓
継
目
が

許
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
光
明
寺
の
寺
号
免
許
は
慶
長

以
前
と
推
定
さ
れ
る
。

万
治
二
年
(
一
六
五
九
)
の

大
火
に
類
焼
後
田
原
町
の
現
在
地
に
移
転
し
、
天
和

三
年
(
一
六
八
二
)

の
百
か
寺
騒
動
を
契
機
に
東
派

よ
り
西
派
に
転
派
し
た
。

寺
伝
に
よ
る
と
、
敦
賀
郡
原
村
の
道

場
に
始
ま
る
と
伝
え
る
が
不
明
。
近
世
初
頭
に
鉾
ケ

崎
村
(
福
井
市
)
に
道
場
を
定
め
、
天
正
十
九
年

の
本
覚
寺
末
寺
帳
に
「
ホ
コ
ガ
サ
キ

〔
浄
得
寺
〕

(
一
五
九
一
)

ノ
祐
乗
」

と
あ
る
の
が
当
寺
の
開
基
と
考
え
ら
れ
、

「
思
迷
発
心
集
」
奥
書
に
は

三
戊
戊
年
九
月
七
日
、
角
原
村
浄
得
寺
釈
祐
海
書
之
」

当
寺
蔵
の

「
子
時
慶
長

と
あ
る
二
代
目
の
祐
海
の
時
に
隣
村
の
角
原
村
に
転

住
し
て
寺
号
を
有
し
た
ら
し
い
。
元
和
二
年
(
一
六

二
ハ
)
に
北
庄
下
呉
服
町
に
移
り
、

万
治
一
一
年
(
一

六
五
九
)

の
大
火
に
類
焼
後
現
在
地
(
福
井
市
西
木

に
移
転
し
た
。
な
お
、
当
寺
に
は
室
町

田
三
丁
目
)

初
期
作
の
絹
本
著
色
親
驚
聖
人
伝
絵
二
幅
(
県
指
定

申

文
化
財
)
、
室
町
|
桃
山
時
代
作
の
紙
本
著
色
世
界

図
・
日
本
図
六
曲
扉
風
1
双
(
重
要
文
化
財
)
が
伝

来
す
る
が
、
世
界
図
と
し
て
は
我
が
国
最
古
の
も
の

で
、
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
の
際
に
持
参
し
た
も
の

と
伝
え
る
。

【
徳
願
寺
】

に
よ
れ
ば
、
寛
文
元
年

「
申
物
帳
」

(
一
六
六
一
)
三
月
二
十
三
日
、
足
羽
郡
神
宮
寺
二

十
三
間
町
の
浄
得
寺
下
徳
願
寺
玄
意
に
紙
寺
号
が
下

付
さ
れ
て
道
場
か
ら
一
寺
と
な
り
、
木
田
堀
小
路
町

へ
移
転
し
た
。

【
慶
福
寺
】

天
正
十
九
年
の
本
覚
寺
末
寺
帳
に

「
殿
下
=
一
人
」

当
初
は
本
覚
寺
末
の
一
二
道

と
あ
り
、

場
で
あ
っ
た
。
貞
享
三
年
(
一
六
八
六
)
の

村
除
地
改
」
に
「
一
、
畠
七
畝
円
明
寺
屋
敷
地
、

畠
七
畝
廿
八
歩
教
福
寺
持
分
、

「
殿
下

一
、
畠
三
畝
拾
四
歩

浄
尊
寺
持
分
」

と
あ
る
よ
う
に
、
慶
長
三
年
(
一
五

九
八
)

の
太
閤
検
地
で
は
三
道
場
の
敷
地
は
除
地
と

な
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
後
、
本
願
寺
の
東
西
分
派
後

に
三
道
場
は
本
覚
寺
を
離
れ
て
東
派
に
属
し
寺
号
を

下
付
さ
れ
て
各
一
寺
と
な
っ
た
。
円
明
寺
は
当
村
に

残
り
、
浄
尊
寺
は
和
田
中
村
へ
、
慶
福
寺
は
文
政
七

「
慶
福
寺
願
書
」
に
よ
れ
ば
承

年
(
一
八
二
四
)
の

応
二
年
(
一
六
五
三
)
三
月
に
城
下
の
西
子
安
町
へ

転
地
し
、
明
和
八
年
(
一
七
七
一
)
の
大
火
に
類
焼

後
、
寛
政
八
年
(
一
七
九
六
)
に
三
橋
地
方
(
西
厳

へ
移
転
し
た
。
明
治
十
四
年
現

寺
裏
・
花
月
上
町
)

地
(
順
化
一
丁
目
)
に
移
転
し
た
。
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【
正
蔵
寺
】

慶
長
十
年
に
木
田
辻
町
裏
側
の
淡
原

町
に
創
建
さ
れ
た
覚
蔵
寺
は
、
寛
文
十
三
年
(
一
六

七
三
)
浄
智
に
親
驚
影
像
を
下
付
さ
れ
る
と

(「申

物
帳
」
)
東
派
に
属
し
て
正
光
寺
と
改
称
、
貞
享

年
(
一
六
八
六
)
に
木
田
新
町
西
裏
側
に
移
転
し
た
。

寛
保
三
年
(
一
七
四
一
二
)

に
逝
去
し
た
藩
主
松
平
宗

矩
の
正
室
の
法
号
「
照
光
院
」

に
差
し
障
る
た
め
で

正
光
寺
を
宝
暦
十
年
(
一
七
六

O
)
に

正
蔵
寺
と
改
号
し
た
。
当
初
に
創
建
し
た
淡
原
町
が

地
方
町
で
あ
っ
た
た
め
「
境
内
悉
ク
地
子
地
」
と
な
っ

あ
ろ
う
か
、

た
ら
し
い
。

注
(1) 
「
本
願
寺
通
紀
」
(
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
)

(
2
)

「
御
坊
由
来
記
」
は
、
安
永
二
年
(
一
七
七
三
)

に
成
立
し
た
記
録
で
、
城
下
の
西
慶
寺
に
収
蔵
さ
れ
て

い
た
覚
書
を
坂
井
郡
石
新
保
願
念
寺
(
福
井
市
)
の
真

成
が
明
治
二
十
五
年
に
便
婆
に
謄
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

書
名
も
筆
者
が
付
与
し
た
。

(3)

「
寺
院
明
細
帳
」
東
別
院
(
『
稿
本
福
井
市
史
』
)

(4)

東
超
勝
寺
文
書

光
明
寺
記
録

小
泉
義
博
『
本
願
寺
教
如
の
研
究
』
上

(5) 

9 

7 -r.( 6 )刊 )

前
出
「
御
坊
白
来
記
」

法
蔵
館

松
原

東
御
坊
(
本
瑞
寺
)
の
成
立
と
城
下
の
東
派
寺
院

(8)

真
浄
寺
由
緒
書
(
真
浄
寺
蔵
)

(9)

「
申
物
帳
」
(
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
)

(
叩
)
慶
長
六
年
結
城
秀
康
が
越
前
に
入
国
し
た
際
、
町

方
の
地
子
は
免
除
さ
れ
た
が
、
町
役
は
課
さ
れ
た
。
し

か
し
、
寺
院
は
無
地
子
・
無
役
地
と
な
っ
た
。

(
日
)
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
の
「
城
下
絵
図
別
記
」

で
は
、
願
乗
寺
の
境
内
は
「
悉
町
役
地
」
と
な
っ
て
い

る
か
ら
、
城
下
町
草
創
期
に
慶
順
屋
敷
地
は
寺
院
化
以

前
の
町
並
の
道
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
御

用
留
抜
集
」
明
和
三
年
六
月
十
一
日
条

(
ロ
)
円
覚
寺
記
録
。

(
日
)
『
越
前
人
物
志
』
下
巻
「
欽
仰
寺
善
竜
」
項

(
国
)
『
稿
本
福
井
市
史
』
下
巻

(
日
)
「
勝
授
寺
文
書
」
(
『
県
史
』
資
凶
)

(
問
)
本
願
寺
文
書
、
「
中
世
末
北
陸
に
お
け
る
真
宗
寺

院
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
」
大
桑
斉
(
『
近
世
仏
教
』

四
号
)
所
収
。

(
口
)
「
安
永
三
年
八
月
由
緒
書
」

(
問
)
福
井
市
殿
下
町
円
明
寺
蔵

(
印
)
福
井
市
高
木
町
弥
勅
寺
所
蔵
文
書
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